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狛江市後援等の名義使用承認事務取扱要領 

（目的） 

第１条 この要領は、公益に資し広く市民生活の向上に寄与すると認められる事

業を行う団体等に対し、狛江市の名義を後援又は共催（以下「狛江市後援等」

という。）として使用することを承認するに当たり、必要な事項を定めること

を目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(１) 後援 狛江市が、事業の趣旨に賛同し、その開催を奨励すること。 

(２) 共催 狛江市が、事業の趣旨に賛同するとともに、共同開催者としてそ

の事業の実施にあたること。 

（承認基準） 

第３条 狛江市後援等の名義使用の承認基準は、別表のとおりとする。 

（承認の申請） 

第４条 狛江市後援等の名義使用の承認を受けようとする団体等は、後援・共催

名義使用申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 団体等の存在を明らかにするもの 

(２) 役員その他事業関係者の氏名、住所等を明らかにするもの 

(３) 事業目的及び事業計画を明らかにするもの（予算書を含む。） 

(４) その他、特に必要と認めるもの 

２ 前項に掲げる添付書類は、必要に応じ省略することができる。 

（承認の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請された日から起算

して14日以内に可否を決定し、承認する場合にあっては、後援・共催名義使用

の承認について（第２号様式）により、不承認の場合にあっては、後援・共催

名義使用について（第３号様式）により団体等に通知しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により名義使用を承認する場合は、一定の条件を付する

ものとする。 

（承認期間） 

第６条 承認期間は、３か月を限度とする。ただし、事業の性質上相当期間が必

要と認められる場合は、この限りでない。 

（事業の変更又は中止） 



第７条 第５条第１項の規定による承認決定を受けた者（以下「承認決定者」と

いう。）は、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ後

援・共催名義使用変更（中止）申請書（第４号様式）に必要書類を添えて市長

に申請しなければならない。ただし、事業内容等の軽微な変更については、こ

の限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、その可否を決定

し、後援・共催名義使用変更（中止）承認（不承認）通知書（第５号様式）に

より通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 承認決定者は、事業の完了日から起算して30日以内に後援・共催名義使

用実績報告書（第６号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（承認の取消し） 

第９条 市長は、第５条第１項の規定により名義使用の承認を受けた団体等が次

の各号のいずれかに該当した場合は、承認を取り消すものとし、後援・共催名

義使用承認取消通知書（第７号様式）により通知する。 

(１) 申請した事業の目的・内容等が事実と相違するとき。 

(２) 第５条第２項の規定による条件に違反したとき。 

(３) 市民に著しく迷惑を及ぼしたとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により名義使用の承認を取り消された団体等が受けた損

害については、一切その責を負わない。 

（事務処理） 

第10条 事務処理は、申請する団体等及び事業に最も関連のある所管担当課が処

理する。 

（委任） 

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要領は、平成７年８月１日から施行する。 

付 則（平成16年１月６日市長決裁） 

この要領は、市長決裁の日から施行し、平成15年12月１日から適用する。 

付 則（令和６年３月７日市長決裁） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年７月29日市長決裁） 

１ この要領は、令和７年９月１日から施行する。 

２ この要領の施行前に、第４条第１項に基づく申請又は第５条に基づく承認が

されたものについては、なお従前の例による。 

３ この要領の施行の際、改正前の要領により作成した様式で、用紙が現存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 



 

別表 

狛江市後援等名義使用承認基準 

 団体等について 事業の性格・内容につ

いて 

狛江市等との役割分担

について 

 

後

援 

 

 

 

 

事業を行う団体等が次

の各要件に該当するも

の。ただし、特に必要

と認めた場合は、この

限りでない。 

１ 公益性があり、市

民生活の向上に寄与

するもの である こ

と。 

２ 売名及び営利を目

的としないものであ

ること。（営利を目

的とする団体であっ

ても、申請事業が非

営利かつ公益的なも

のであり、広く市民

生活の向上に寄与す

ると認められる場合

も含む。） 

３ 政治的中立の趣旨

に反するものでない

こと。 

４ 宗教的目的を有し

ていないものである

こと。 

５ 反社会的、暴力的

目的を有していない

ものであること。 

事業の性格及び内容が

次の各要件に該当する

もの。ただし、特に必

要と認めた場合は、こ

の限りでない。 

１ 市民生活の向上に

寄与するものである

こと。 

２ 無料で実施される

ものであること。た

だし、次の各号のい

ずれかに該当すると

きは、この限りでな

い。 

(１)公共団体、社会

福祉関係団体など

公共の福祉の増進

を目的とする団体

に対して、その事

業収益の全額を寄

付するために有料

で行われるチャリ

ティーショー等の

行事の場合 

(２)申請事業の参加

費、入場料等が当

該事業の運営費に

係る実費相当額を

等参加者から徴収

して行う場合 

(３)狛江市の市民参

加と市民協働の推

進に関する基本条

― 

 

共

催 

狛江市又は狛江市の各

行政委員会が次の役割

を分担しているもの。

ただし、特に必要と認

めた場合は、この限り

でない。 

１ 団体等と狛江市又

は狛江市の各行政委

員会が当該事業費を

分担して いるも の

（補助金等として事

業費補助を受けてい

る場合も含む。） 

２ 狛江市又は狛江市

の各行政委員会が当

該事業の企画、運営

に参加しているもの 



例（平成15年条例

第１号）に規定す

る市民公益活動を

行 う 団 体 で あ っ

て、特定非営利活

動促進法（平成10

年法律第７号）第

２条に基づく活動

に充てるための事

業の収益の場合 

３ 広く一般市民に開

放されるものである

こと。 

４ 売名及び営利を目

的としないものであ

ること。 

５ 政治的中立の趣旨

に反するものでない

こと。 

６ 宗教的目的を有し

ていないものである

こと。 

７ 反社会的、暴力的

目的を有していない

ものであること。 

８ その他、公序良俗

に反するものでない

こと。 

第１号様式～第４号様式（省略） 


